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第一条による改正（青森市市税条例（平成十七年青森市条例第六十二号）） 

改正後 改正前 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第十四条 〔略〕 第十四条 〔略〕 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割の

みを課すべきもののうち、前年の合計所得

金額が三十一万五千円にその者の同一生計

配偶者及び扶養親族（年齢十六歳未満の者

及び控除対象扶養親族に限る。以下この項

において同じ。）の数に一を加えた数を乗

じて得た金額に十万円を加算した金額（そ

の者が同一生計配偶者又は扶養親族を有す

る場合には、当該金額に十八万九千円を加

算した金額）以下である者に対しては、均

等割を課さない。 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割の

みを課すべきもののうち、前年の合計所得

金額が三十一万五千円にその者の同一生計

配偶者及び扶養親族（年齢十六歳未満の者

及び控除対象扶養親族に限る。以下この項

において同じ。）の数に一を加えた数を乗

じて得た金額に十万円を加算した金額（そ

の者が同一生計配偶者又は扶養親族を有す

る場合には、当該金額に十八万九千円を加

算した金額）以下である者に対しては、均

等割を課さない。 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第二十二条の二 所得割の納税義務者が、前

年中に法第三百十四条の七第一項第一号及

び第二号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄

附金若しくは金銭のうち、規則に定めるも

のを支出した場合には、同項に規定すると

ころにより控除すべき額（当該納税義務者

が前年中に同条第二項に規定する特例控除

対象寄附金を支出した場合にあっては、当

該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第二十条及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する

ものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該

控除額は、当該所得割の額に相当する金額

とする。 

第二十二条の二 所得割の納税義務者が、前

年中に法第三百十四条の七第一項第一号及

び第二号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄

附金若しくは金銭のうち、規則に定めるも

のを支出した場合には、同項に規定すると

ころにより控除すべき額（当該納税義務者

が前年中に同条第二項に規定する特例控除

対象寄附金を支出した場合にあっては、当

該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第二十条及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する

ものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該

控除額は、当該所得割の額に相当する金額

とする。 

一 〔略〕 一 〔略〕 

二 所得税法施行令（昭和四十年政令第九

十六号）第二百十七条第一号に規定する

二 所得税法施行令（昭和四十年政令第九

十六号）第二百十七条第一号に規定する
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改正後 改正前 

独立行政法人に対する寄附金（出資に関

する業務に充てられることが明らかなも

のを除き、当該法人の主たる目的である

業務に関連するものに限る。） 

独立行政法人に対する寄附金（         

                                    

         当該法人の主たる目的である

業務に関連するものに限る。） 

三 所得税法施行令第二百十七条第一号の

二に規定する地方独立行政法人に対する

寄附金（出資に関する業務に充てられる

ことが明らかなものを除き、当該法人の

主たる目的である業務に関連するものに

限る。） 

三 所得税法施行令第二百十七条第一号の

二に規定する地方独立行政法人に対する

寄附金（                             

                         当該法人の

主たる目的である業務に関連するものに

限る。） 

四 所得税法施行令第二百十七条第二号に

規定する法人に対する寄附金（法第三百

十四条の七第一項第二号に掲げるもの及

び出資に関する業務に充てられることが

明らかなものを除き、当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。） 

四 所得税法施行令第二百十七条第二号に

規定する法人に対する寄附金（法第三百

十四条の七第一項第二号に掲げるものを

除く。                               

                    当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。） 

五 所得税法施行令第二百十七条第三号に

規定する公益社団法人及び公益財団法人

（所得税法施行令の一部を改正する政令

（平成二十年政令第百五十五号）附則第

十三条第二項の規定によりなおその効力

を有するものとされる改正前の所得税法

施行令第二百十七条第一項第二号及び第

三号に規定する民法法人を含む。）に対

する寄附金（出資に関する業務に充てら

れることが明らかなものを除き、当該法

人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

五 所得税法施行令第二百十七条第三号に

規定する公益社団法人及び公益財団法人

（所得税法施行令の一部を改正する政令

（平成二十年政令第百五十五号）附則第

十三条第二項の規定によりなおその効力

を有するものとされる改正前の所得税法

施行令第二百十七条第一項第二号及び第

三号に規定する民法法人を含む。）に対

する寄附金（                         

                             当該法

人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

六 所得税法施行令第二百十七条第四号に

規定する学校法人に対する寄附金（出資

に関する業務に充てられることが明らか

なものを除き、当該法人の主たる目的で

ある業務に関連するものに限る。） 

六 所得税法施行令第二百十七条第四号に

規定する学校法人に対する寄附金（     

                                    

             当該法人の主たる目的で

ある業務に関連するものに限る。） 

七 所得税法施行令第二百十七条第五号に

規定する社会福祉法人に対する寄附金

七 所得税法施行令第二百十七条第五号に

規定する社会福祉法人に対する寄附金
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改正後 改正前 

（法第三百十四条の七第一項第二号に掲

げるもの及び出資に関する業務に充てら

れることが明らかなものを除き、当該法

人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

（法第三百十四条の七第一項第二号に掲

げるものを除く。                     

                              当該法

人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

八 所得税法施行令第二百十七条第六号に

規定する更生保護法人に対する寄附金

（出資に関する業務に充てられることが

明らかなものを除き、当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。） 

八 所得税法施行令第二百十七条第六号に

規定する更生保護法人に対する寄附金（ 

                                    

                 当該法人の主たる目

的である業務に関連するものに限る。） 

九 〔略〕 九 〔略〕 

十 租税特別措置法（昭和三十二年法律第

二十六号）第四十一条の十八の二第二項

に規定する特定非営利活動に関する寄附

金（その寄附をした者に特別の利益が及

ぶと認められるもの及び出資に関する業

務に充てられることが明らかなものを除

く。） 

十 租税特別措置法（昭和三十二年法律第

二十六号）第四十一条の十八の二第二項

に規定する特定非営利活動に関する寄附

金（その寄附をした者に特別の利益が及

ぶと認められるもの                  

                                を除

く。） 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族申告書） 

第二十八条の二 〔略〕 第二十八条の二 〔略〕 

２及び３ 〔略〕 ２及び３ 〔略〕 

４ 給与所得者は、第一項及び第二項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第四十八条の九の七の二におい

て準用する令第八条の二の二に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって施行規則で定める

ものをいう。次条第四項及び第五十六条第

４ 給与所得者は、第一項及び第二項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が所得税法第百九十八条第二項に規

定する納税地の所轄税務署長の承認を受け

ている    場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって施行規則で定める

ものをいう。次条第四項                 
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改正後 改正前 

三項において同じ。）により提供すること

ができる。 

   において同じ。）により提供することが

できる。 

５ 〔略〕 ５ 〔略〕 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

第二十八条の三 所得税法第二百三条の六第

一項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得

税法第二百三条の七の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）の支払を受ける者であっ

て、扶養親族（年齢十六歳未満の者に限る。）

を有する者（以下この条において「公的年

金等受給者」という。）で市内に住所を有

するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第二百三条の六第一項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。）か

ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

第二十八条の三 所得税法第二百三条の六第

一項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得

税法第二百三条の七の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）の支払を受ける者であっ

て、扶養親族（控除対象扶養親族を除く  。）

を有する者（以下この条において「公的年

金等受給者」という。）で市内に住所を有

するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第二百三条の六第一項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。）か

ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

一から三まで 〔略〕 一から三まで 〔略〕 

２及び３ 〔略〕 ２及び３ 〔略〕 

４ 公的年金等受給者は、第一項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が令第四十八条の九の七の三にお

いて準用する令第八条の二の二に規定する

要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供

４ 公的年金等受給者は、第一項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が所得税法第二百三条の六第六項

に規定する納税地の所轄税務署長の承認を

受けている  場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供
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改正後 改正前 

することができる。 することができる。 

５ 〔略〕 ５ 〔略〕 

（特別徴収税額） （特別徴収税額） 

第五十五条 第五十三条の規定により徴収す

べき分離課税に係る所得割の額は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

掲げる税額とする。 

第五十五条 第五十三条の規定により徴収す

べき分離課税に係る所得割の額は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

掲げる税額とする。 

一 退職手当等の支払を受ける者が提出し

た次条第一項の規定による申告書（以下

この条、次条第二項及び第三項並びに第

五十七条第一項において「退職所得申告

書」という。）に、その支払うべきこと

が確定した年において支払うべきことが

確定した他の退職手当等で既に支払がさ

れたもの（次号及び次条第一項において

「支払済みの他の退職手当等」という。）

がない旨の記載がある場合 その支払う

退職手当等の金額について第四十九条及

び第五十条の規定を適用して計算した税

額 

一 退職手当等の支払を受ける者が提出し

た次条第一項の規定による申告書（以下

この条、次条第二項及び            第

五十七条第一項において「退職所得申告

書」という。）に、その支払うべきこと

が確定した年において支払うべきことが

確定した他の退職手当等で既に支払がさ

れたもの（次号及び次条第一項において

「支払済みの他の退職手当等」という。）

がない旨の記載がある場合 その支払う

退職手当等の金額について第四十九条及

び第五十条の規定を適用して計算した税

額 

二 〔略〕 二 〔略〕 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

（退職所得申告書） （退職所得申告書） 

第五十六条 〔略〕 第五十六条 〔略〕 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

３ 第一項の退職手当等の支払を受ける者

は、退職所得申告書の提出の際に経由すべ

き退職手当等の支払をする者が令第四十八

条の十八において準用する令第八条の二の

二に規定する要件を満たす場合には、施行

規則で定めるところにより、当該退職所得

申告書の提出に代えて、当該退職手当等の

支払をする者に対し、当該退職所得申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供
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改正後 改正前 

することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第

二項の規定の適用については、同項中「退

職所得申告書が」とあるのは「退職所得申

告書に記載すべき事項を」と、「支払をす

る者に受理されたとき」とあるのは「支払

をする者が提供を受けたとき」と、「受理

された時」とあるのは「提供を受けた時」

とする。 

 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第百七十九条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第百五十九条第

二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た

額が六十三万円を超える場合には、六十三

万円）、同条第三項本文の後期高齢者支援

金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が十九万

円を超える場合には、十九万円）並びに同

条第四項本文の介護納付金課税額からホに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が十七万円を超える場合には、十七

万円）の合算額とする。 

第百七十九条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第百五十九条第

二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た

額が六十三万円を超える場合には、六十三

万円）、同条第三項本文の後期高齢者支援

金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が十九万

円を超える場合には、十九万円）並びに同

条第四項本文の介護納付金課税額からホに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が十七万円を超える場合には、十七

万円）の合算額とする。 

一 法第七百三条の五に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、四十三

万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第七百三条の五に規定する

総所得金額に係る所得税法第二十八条第

一項に規定する給与所得について同条第

三項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第一項に規定する給与等

の収入金額が五十五万円を超える者に限

一 法第七百三条の五に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、三十三

万円                                
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る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する

者（前年中に法第七百三条の五に規定す

る総所得金額に係る所得税法第三十五条

第三項に規定する公的年金等に係る所得

について同条第四項に規定する公的年金

等控除額の控除を受けた者（年齢六十五

歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が六十万円を超える者に限り、

年齢六十五歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が百十万円を超える

者に限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下この条

において「給与所得者等の数」という。）

が二以上の場合にあっては、四十三万円

に当該給与所得者等の数から一を減じた

数に十万円を乗じて得た金額を加算した

金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

          を超えない世帯に係る納税義

務者 

イ 国民健康保険の被保険者に係る被保

険者均等割額 被保険者（第百五十八

条第二項に規定する世帯主を除く。）

一人について 一万四千二十八円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る被保

険者均等割額 被保険者（第百五十八

条第二項に規定する世帯主を除く。）

一人について 一万四千二十八円 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 一万七千三百四円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 一万七千三百四円 

（２） 特定世帯 八千六百五十二円 （２） 特定世帯 八千六百五十二円 

（３） 特定継続世帯 一万二千九百

七十八円 

（３） 特定継続世帯 一万二千九百

七十八円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項
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に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 四千四百五十二円 

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 四千四百五十二円 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 五千三百七十六円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 五千三百七十六円 

（２） 特定世帯 二千六百八十八円 （２） 特定世帯 二千六百八十八円 

（３） 特定継続世帯 四千三十二円 （３） 特定継続世帯 四千三十二円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 九千六

百六十円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 九千六

百六十円 

二 法第七百三条の五に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、四十三

万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の数が二

以上の場合にあっては、四十三万円に当

該給与所得者等の数から一を減じた数に

十万円を乗じて得た金額を加算した金

額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

一人につき二十八万五千円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。） 

二 法第七百三条の五に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、三十三

万円                                

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  に被保険者及び特定同一世帯所属者一

人につき二十八万五千円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号

に該当する者を除く。） 

イ 国民健康保険の被保険者に係る被保

険者均等割額 被保険者（第百五十八

条第二項に規定する世帯主を除く。）

一人について 一万二十円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る被保

険者均等割額 被保険者（第百五十八

条第二項に規定する世帯主を除く。）

一人について 一万二十円 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 
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（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 一万二千三百六十円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 一万二千三百六十円 

（２） 特定世帯 六千百八十円 （２） 特定世帯 六千百八十円 

（３） 特定継続世帯 九千二百七十

円 

（３） 特定継続世帯 九千二百七十

円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 三千百八十円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 三千百八十円 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 三千八百四十円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 三千八百四十円 

（２） 特定世帯 千九百二十円 （２） 特定世帯 千九百二十円 

（３） 特定継続世帯 二千八百八十

円 

（３） 特定継続世帯 二千八百八十

円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 六千九

百円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 六千九

百円 

三 法第七百三条の五に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、四十三

万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の数が二

以上の場合にあっては、四十三万円に当

該給与所得者等の数から一を減じた数に

十万円を乗じて得た金額を加算した金

額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

一人につき五十二万円を加算した金額を

三 法第七百三条の五に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、三十三

万円                                

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  に被保険者及び特定同一世帯所属者一

人につき五十二万円を加算した金額を超
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超えない世帯に係る納税義務者（前二号

に該当する者を除く。） 

えない世帯に係る納税義務者（前二号に

該当する者を除く。） 

イ 国民健康保険の被保険者に係る被保

険者均等割額 被保険者（第百五十八

条第二項に規定する世帯主を除く。）

一人について 四千八円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る被保

険者均等割額 被保険者（第百五十八

条第二項に規定する世帯主を除く。）

一人について 四千八円 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 四千九百四十四円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 四千九百四十四円 

（２） 特定世帯 二千四百七十二円 （２） 特定世帯 二千四百七十二円 

（３） 特定継続世帯 三千七百八円 （３） 特定継続世帯 三千七百八円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 千二百七十二円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 千二百七十二円 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 千五百三十六円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 千五百三十六円 

（２） 特定世帯 七百六十八円 （２） 特定世帯 七百六十八円 

（３） 特定継続世帯 千百五十二円 （３） 特定継続世帯 千百五十二円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 二千七

百六十円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 二千七

百六十円 

附 則 附 則 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲

等） 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲

等） 
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第十二条 当分の間、市民税の所得割を課す

べき者のうち、その者の前年の所得につい

て第十八条の規定により算定した総所得金

額、退職所得金額及び山林所得金額の合計

額が、三十五万円にその者の同一生計配偶

者及び扶養親族（年齢十六歳未満の者及び

控除対象扶養親族に限る。以下この項にお

いて同じ。）の数に一を加えた数を乗じて

得た金額に十万円を加算した金額（その者

が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場

合には、当該金額に三十二万円を加算した

金額）以下である者に対しては、第十三条

第一項の規定にかかわらず、市民税の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）を課

さない。 

第十二条 当分の間、市民税の所得割を課す

べき者のうち、その者の前年の所得につい

て第十八条の規定により算定した総所得金

額、退職所得金額及び山林所得金額の合計

額が、三十五万円にその者の同一生計配偶

者及び扶養親族                        

                                      

            の数に一を加えた数を乗じて

得た金額に十万円を加算した金額（その者

が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場

合には、当該金額に三十二万円を加算した

金額）以下である者に対しては、第十三条

第一項の規定にかかわらず、市民税の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）を課

さない。 

２及び３ 〔略〕 ２及び３ 〔略〕 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例） 

第十三条 平成三十年度から令和九年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第四条の四第三項の規定に該当する場合に

おける第十九条の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

一項」とあるのは「同条第一項（第二号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第四条の四第三項の規定によ

り読み替えて適用される法第三百十四条の

二第一項（第二号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができ

る。 

第十三条 平成三十年度から令和四年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第四条の四第三項の規定に該当する場合に

おける第十九条の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

一項」とあるのは「同条第一項（第二号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第四条の四第三項の規定によ

り読み替えて適用される法第三百十四条の

二第一項（第二号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができ

る。 

（法附則第十五条第二項第一号等の条例で

定める割合） 

（法附則第十五条第二項第一号等の条例で

定める割合） 

第二十条 〔略〕 第二十条 〔略〕 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 
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３ 法附則第十五条第二十三項に規定する条

例で定める割合は、二分の一とする。 

３ 法附則第十五条第二十六項に規定する条

例で定める割合は、二分の一とする。 

４ 法附則第十五条第二十四項第一号に規定

する条例で定める割合は、三分の二とする。 

４ 法附則第十五条第二十七項第一号に規定

する条例で定める割合は、三分の二とする。 

５ 法附則第十五条第二十四項第二号に規定

する条例で定める割合は、二分の一とする。 

５ 法附則第十五条第二十七項第二号に規定

する条例で定める割合は、二分の一とする。 

６ 法附則第十五条第二十四項第三号に規定

する条例で定める割合は、二分の一とする。 

６ 法附則第十五条第二十七項第三号に規定

する条例で定める割合は、二分の一とする。 

７ 法附則第十五条第二十五項第一号に規定

する条例で定める割合は、三分の二とする。 

７ 法附則第十五条第二十八項第一号に規定

する条例で定める割合は、三分の二とする。 

８ 法附則第十五条第二十五項第二号に規定

する条例で定める割合は、二分の一とする。 

８ 法附則第十五条第二十八項第二号に規定

する条例で定める割合は、二分の一とする。 

９ 法附則第十五条第二十七項第一号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、三分の二とする。 

９ 法附則第十五条第三十項第一号イ  に規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、三分の二とする。 

１０ 法附則第十五条第二十七項第一号ロに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、三分の二とする。 

１０ 法附則第十五条第三十項第一号ロ  に

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、三分の二とする。 

１１ 法附則第十五条第二十七項第一号ハに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、三分の二とする。 

１１ 法附則第十五条第三十項第一号ハ  に

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、三分の二とする。 

１２ 法附則第十五条第二十七項第一号ニに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、三分の二とする。 

１２ 法附則第十五条第三十項第一号ニ  に

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、三分の二とする。 

１３ 法附則第十五条第二十七項第二号イに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１３ 法附則第十五条第三十項第二号イ  に

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１４ 法附則第十五条第二十七項第二号ロに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１４ 法附則第十五条第三十項第二号ロ  に

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１５ 法附則第十五条第二十七項第二号ハに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１５ 法附則第十五条第三十項第二号ハ  に

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１６ 法附則第十五条第二十七項第三号イに １６ 法附則第十五条第三十項第三号イ  に
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規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１７ 法附則第十五条第二十七項第三号ロに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１７ 法附則第十五条第三十項第三号ロ  に

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１８ 法附則第十五条第二十七項第三号ハに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１８ 法附則第十五条第三十項第三号ハ  に

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１９ 法附則第十五条第三十項  に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

１９ 法附則第十五条第三十四項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

２０ 法附則第十五条第三十四項に規定する

条例で定める割合は、二分の一とする。 

２０ 法附則第十五条第三十八項に規定する

条例で定める割合は、二分の一とする。 

２１ 法附則第十五条第三十五項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

２１ 法附則第十五条第三十九項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

 ２２ 法附則第十五条第四十一項に規定する

条例で定める割合は、零とする。 

２２ 法附則第十五条第四十二項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

２３ 法附則第十五条第四十七項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

２３ 〔略〕 ２４ 〔略〕 

２４ 〔略〕 ２５ 〔略〕 

（令和四年度又は令和五年度における土地

の価格の特例） 

（令和元年度又は令和二年度における土地

の価格の特例） 

第二十三条 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると認

められる地域において地価が下落し、かつ、

市長が土地の修正前の価格（法附則第十七

条の二第一項に規定する修正前の価格をい

う。）を当該年度分の固定資産税の課税標

準とすることが固定資産税の課税上著しく

均衡を失すると認める場合における当該土

地に対して課する固定資産税の課税標準

は、第六十八条の規定にかかわらず、令和

四年度分又は令和五年度分の固定資産税に

限り、当該土地の修正価格（法附則第十七

第二十三条 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると認

められる地域において地価が下落し、かつ、

市長が土地の修正前の価格（法附則第十七

条の二第一項に規定する修正前の価格をい

う。）を当該年度分の固定資産税の課税標

準とすることが固定資産税の課税上著しく

均衡を失すると認める場合における当該土

地に対して課する固定資産税の課税標準

は、第六十八条の規定にかかわらず、令和

元年度分又は令和二年度分の固定資産税に

限り、当該土地の修正価格（法附則第十七
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条の二第一項に規定する修正価格をいう。）

で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

条の二第一項に規定する修正価格をいう。）

で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

２ 法附則第十七条の二第二項に規定する令

和四年度適用土地又は令和四年度類似適用

土地であって、令和五年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこと

となるものに対して課する同年度分の固定

資産税の課税標準は、第六十八条の規定に

かかわらず、修正された価格（法附則第十

七条の二第二項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録された

ものとする。 

２ 法附則第十七条の二第二項に規定する令

和元年度適用土地又は令和元年度類似適用

土地であって、令和二年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこと

となるものに対して課する同年度分の固定

資産税の課税標準は、第六十八条の規定に

かかわらず、修正された価格（法附則第十

七条の二第二項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録された

ものとする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第三十三条 〔略〕 第三十三条 〔略〕 

２ 法附則第三十条第二項第一号及び第二号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第百

六条の規定の適用については            

                                      

                                      

                                      

              、当該軽自動車が令和二年

四月一日から令和三年三月三十一日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句とする。 

２ 法附則第三十条第二項第一号及び第二号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第百

六条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成三十一年四月一日から令和二年三

月三十一日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和二年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該軽自動車が令和二年

四月一日から令和三年三月三十一日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句とする。 

〔略〕 〔略〕 

３ 法附則第三十条第三項第一号及び第二号

に掲げる法第四百四十六条第一項第三号に

規定するガソリン軽自動車（以下この条   

     において「ガソリン軽自動車」とい

う。）のうち三輪以上のものに対する第百

３ 法附則第三十条第三項第一号及び第二号

に掲げる法第四百四十六条第一項第三号に

規定するガソリン軽自動車（以下この項及

び次項において「ガソリン軽自動車」とい

う。）のうち三輪以上のものに対する第百
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六条の規定の適用については            

                                      

                                      

                                      

                      、当該ガソリン軽

自動車が令和二年四月一日から令和三年三

月三十一日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和三年度分の軽自動車税

の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

六条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が平成三十一年四月一日から令

和二年三月三十一日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和二年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽

自動車が令和二年四月一日から令和三年三

月三十一日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和三年度分の軽自動車税

の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

〔略〕 〔略〕 

４ 法附則第三十条第四項第一号及び第二号

に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第百六条の規定の適用に

ついては                              

                                      

                                      

                                      

    、当該ガソリン軽自動車が令和二年四

月一日から令和三年三月三十一日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和

三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句とする。 

４ 法附則第三十条第四項第一号及び第二号

に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第百六条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が平成三

十一年四月一日から令和二年三月三十一日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和二年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該ガソリン軽自動車が令和二年四

月一日から令和三年三月三十一日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和

三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句とする。 

〔略〕 〔略〕 

５ 〔略〕 ５ 〔略〕 

６ 法附則第三十条第二項第一号及び第二号

に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用の乗

用のものを除く。）に対する第百六条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和

三年四月一日から令和四年三月三十一日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合に
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は令和四年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該軽自動車が令和四年四月一日から

令和五年三月三十一日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和五年度分の

軽自動車税の種別割に限り、第二項の表の

上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句とする。 

７ 法附則第三十条第七項の規定の適用を受

ける三輪以上のガソリン軽自動車（営業用

の乗用のものに限る。）に対する第百六条

の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和三年四月一日から令和四年三

月三十一日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和四年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が

令和四年四月一日から令和五年三月三十一

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和五年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる字句とする。 

 

８ 法附則第三十条第八項の規定の適用を受

ける三輪以上のガソリン軽自動車（前項の

規定の適用を受けるものを除き、営業用の

乗用のものに限る。）に対する第百六条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和三年四月一日から令和四年三月

三十一日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和四年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令

和四年四月一日から令和五年三月三十一日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和五年度分の軽自動車税の種別割に

限り、第四項の表の上欄に掲げる同条の規
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定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の下欄に掲げる字句とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第三十四条 市長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前

条第二項から第八項までの規定の適用を受

ける三輪以上の軽自動車に該当するかどう

かの判断をするときは、国土交通大臣の認

定等（法附則第三十条の二第一項に規定す

る国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

第三十四条 市長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前

条第二項から第五項までの規定の適用を受

ける三輪以上の軽自動車に該当するかどう

かの判断をするときは、国土交通大臣の認

定等（法附則第三十条の二第一項に規定す

る国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

２及び３ 〔略〕 ２及び３ 〔略〕 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

第四十九条 当分の間、世帯主又はその世帯

に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法

第三十五条第三項に規定する公的年金等に

係る所得について同条第四項に規定する公

的年金等控除額（年齢六十五歳以上である

者に係るものに限る。）の控除を受けた場

合における第百七十九条の規定の適用につ

いては、同条中「法第七百三条の五に規定

する総所得金額及び山林所得金額」とある

のは「法  第七百三条の五に規定する総所

得金額（所得税法第三十五条第三項に規定

する公的年金等に係る所得については、同

条第二項第一号の規定によって計算した金

額から十五万円を控除した金額によるもの

とする。）及び山林所得金額」と、「百十

万円」とあるのは「百二十五万円」とする。 

第四十九条 当分の間、世帯主又はその世帯

に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法

第三十五条第三項に規定する公的年金等に

係る所得について同条第四項に規定する公

的年金等控除額（年齢六十五歳以上である

者に係るものに限る。）の控除を受けた場

合における第百七十九条の規定の適用につ

いては、同条中「法第七百三条の五に規定

する総所得金額                」とある

のは、「法第七百三条の五に規定する総所

得金額（所得税法第三十五条第三項に規定

する公的年金等に係る所得については、同

条第二項第一号の規定によって計算した金

額から十五万円を控除した金額によるもの

とする。）」                           

                               とする。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅

借入金等特別税額控除の特例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅

借入金等特別税額控除の特例） 
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第六十五条 〔略〕 第六十五条 〔略〕 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき新型コロナウイルス感染症特例法第六

条の二第一項の規定の適用を受けた場合に

おける附則第十六条の二の二第一項の規定

の適用については、同項中「令和十五年度」

とあるのは「令和十七年度」と、「令和三

年」とあるのは「令和四年」とする。 
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第二条による改正（青森市市税条例等の一部を改正する条例 

（令和二年青森市条例第十七号）） 

改正後 改正前 

第二条 青森市市税条例の一部を次のように

改正する。 

第二条 青森市市税条例の一部を次のように

改正する。 

〔中略〕 〔中略〕 

第四十四条第一項中「第四項、第十九項、

第二十二項及び第二十三項」を「第三十一

項、第三十四項及び第三十五項」に、「第

十項、第十一項及び第十三項」を「第九項、

第十項及び第十二項」に、「第四項、第十

九項及び第二十三項」を「第三十一項及び

第三十五項」に、「同条第二十二項」を「同

条第三十四項」に、「第三項」を「第二項

後段」に改め、同条第二項中「第六十六条

の七第五項及び第十一項又は第六十八条の

九十一第四項及び第十項」を「第六十六条

の七第四項及び第十項」に、「第三百二十

一条の八第二十四項」を「第三百二十一条

の八第三十六項」に改め、同条第三項中「第

六十六条の九の三第四項及び第十項又は第

六十八条の九十三の三第四項及び第十項」

を「第六十六条の九の三第三項及び第九項」

に、「第三百二十一条の八第二十五項」を

「第三百二十一条の八第三十七項」に改め、

同条第四項中「第三百二十一条の八第二十

六項」を「第三百二十一条の八第三十八項」

に改め、同条第五項中「第三百二十一条の

八第二十二項」を「第三百二十一条の八第

三十四項」に、「同条第二十一項」を「同

条第三十三項」に、「、第四項又は第十九

項」を「又は第三十一項」に、「同条第二

十三項」を「同条第三十五項」に改め、同

条第六項中「、第四項又は第十九項」を「又

は第三十一項」に、「同条第二十二項」を

第四十四条第一項中「第四項、第十九項、

第二十二項及び第二十三項」を「第三十一

項、第三十四項及び第三十五項」に、「第

十項、第十一項及び第十三項」を「第九項、

第十項及び第十二項」に、「第四項、第十

九項及び第二十三項」を「第三十一項及び

第三十五項」に、「同条第二十二項」を「同

条第三十四項」に、「第三項」を「第二項

後段」に改め、同条第二項中「第六十六条

の七第五項及び第十一項又は第六十八条の

九十一第四項及び第十項」を「第六十六条

の七第四項及び第十項」に、「第三百二十

一条の八第二十四項」を「第三百二十一条

の八第三十六項」に改め、同条第三項中「第

六十六条の九の三第四項及び第十項又は第

六十八条の九十三の三第四項及び第十項」

を「第六十六条の九の三第三項及び第九項」

に、「第三百二十一条の八第二十五項」を

「第三百二十一条の八第三十七項」に改め、

同条第四項中「第三百二十一条の八第二十

六項」を「第三百二十一条の八第三十八項」

に改め、同条第五項中「第三百二十一条の

八第二十二項」を「第三百二十一条の八第

三十四項」に、「同条第二十一項」を「同

条第三十三項」に、「、第四項又は第十九

項」を「又は第三十一項」に、「同条第二

十三項」を「同条第三十五項」に改め、同

条第六項中「、第四項又は第十九項」を「又

は第三十一項」に、「同条第二十二項」を



- 20 - 

改正後 改正前 

「同条第三十四項」に、「第三百二十一条

の八第二十三項」を「第三百二十一条の八

第三十五項」に改め、同条第七項中「第三

百二十一条の八第二十二項」を「第三百二

十一条の八第三十四項」に、「、第四項又

は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、

同項第二号中「第三百二十一条の八第二十

三項」を「第三百二十一条の八第三十五項」

に改め、同条第九項を削り、同条第十項中

「第三百二十一条の八第四十二項」を「第

三百二十一条の八第六十 項」に、「同条

第四十二項」を「同条第六十 項」に、「第

十二項」を「第十一項」に改め、同項を同

条第九項とし、同条第十一項を同条第十項

とし、同条第十二項中「第十項」を「第九

項」に改め、同項を同条第十一項とし、同

条第十三項中「第十項」を「第九項」に、

「第七十五条の四第二項」を「第七十五条

の五第二項」に改め、同項を同条第十二項

とし、同条第十四項を同条第十三項とし、

同条第十五項中「第十三項」を「第十二項」

に、「第十項」を「第九項」に改め、同項

を同条第十四項とし、同条第十六項中「第

十三項前段」を「第十二項前段」に、「第

三百二十一条の八第五十一項」を「第三百

二十一条の八第六十九項」に、「第十項」

を「第九項」に改め、同項を同条第十五項

とし、同条第十七項中「第十三項後段」を

「第十二項後段」に、「第十五項」を「第

十四項」に、「第七十五条の四第三項若し

くは第六項（同法第八十一条の二十四の三

第二項において準用する場合を含む。）」

を「第七十五条の五第三項若しくは第六項」

に、「第十項」を「第九項」に改め、同項

を同条第十六項とする。 

「同条第三十四項」に、「第三百二十一条

の八第二十三項」を「第三百二十一条の八

第三十五項」に改め、同条第七項中「第三

百二十一条の八第二十二項」を「第三百二

十一条の八第三十四項」に、「、第四項又

は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、

同項第二号中「第三百二十一条の八第二十

三項」を「第三百二十一条の八第三十五項」

に改め、同条第九項を削り、同条第十項中

「第三百二十一条の八第四十二項」を「第

三百二十一条の八第五十二項」に、「同条

第四十二項」を「同条第五十二項」に、「第

十二項」を「第十一項」に改め、同項を同

条第九項とし、同条第十一項を同条第十項

とし、同条第十二項中「第十項」を「第九

項」に改め、同項を同条第十一項とし、同

条第十三項中「第十項」を「第九項」に、

「第七十五条の四第二項」を「第七十五条

の五第二項」に改め、同項を同条第十二項

とし、同条第十四項を同条第十三項とし、

同条第十五項中「第十三項」を「第十二項」

に、「第十項」を「第九項」に改め、同項

を同条第十四項とし、同条第十六項中「第

十三項前段」を「第十二項前段」に、「第

三百二十一条の八第五十一項」を「第三百

二十一条の八第六十一項」に、「第十項」

を「第九項」に改め、同項を同条第十五項

とし、同条第十七項中「第十三項後段」を

「第十二項後段」に、「第十五項」を「第

十四項」に、「第七十五条の四第三項若し

くは第六項（同法第八十一条の二十四の三

第二項において準用する場合を含む。）」

を「第七十五条の五第三項若しくは第六項」

に、「第十項」を「第九項」に改め、同項

を同条第十六項とする。 
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改正後 改正前 

第四十五条第二項中「、第四項又は第十

九項」を「又は第三十一項」に、「同条第

二十三項」を「同条第三十五項」に、「、

第二項又は第四項」を「又は第二項」に改

め、同条第三項中「、第四項又は第十九項」

を「又は第三十一項」に改め、「（同条第

二項又は第四項に規定する申告書を提出す

べき法人が連結子法人の場合には、当該連

結子法人との間に連結完全支配関係がある

連結親法人（法人税法第二条第十二号の六

の七に規定する連結親法人をいう。以下こ

の項において同じ。）若しくは連結完全支

配関係があった連結親法人が法人税に係る

修正申告書を提出し、又は法人税に係る更

正若しくは決定を受けたこと。次項第二号

において同じ。）」を削り、同条第四項中

「、第四項又は第十九項」を「又は第三十

一項」に、「第四十八条の十五の五第四項」

を「第四十八条の十五の四第四項」に改め

る。 

第四十五条第二項中「、第四項又は第十

九項」を「又は第三十一項」に、「同条第

二十三項」を「同条第三十五項」に、「、

第二項又は第四項」を「又は第二項」に改

め、同条第三項中「、第四項又は第十九項」

を「又は第三十一項」に改め、「（同条第

二項又は第四項に規定する申告書を提出す

べき法人が連結子法人の場合には、当該連

結子法人との間に連結完全支配関係がある

連結親法人（法人税法第二条第十二号の六

の七に規定する連結親法人をいう。以下こ

の項において同じ。）若しくは連結完全支

配関係があった連結親法人が法人税に係る

修正申告書を提出し、又は法人税に係る更

正若しくは決定を受けたこと。次項第二号

において同じ。）」を削り、同条第四項中

「、第四項又は第十九項」を「又は第三十

一項」に、「第四十八条の十五の五第四項」

を「第四十八条の十五の四第四項」に改め

る。 

第四十七条第三項中「第四十八条の十五

の五第四項」を「第四十八条の十五の四第

四項」に改め、同条第四項から第六項まで

を削る。 

第四十七条第三項中「第四十八条の十五

の五第四項」を「第四十八条の十五の四第

四項」に改め、同条第四項から第六項まで

を削る。 

〔中略〕 〔中略〕 

附則第十条第二項中「及び第四項」を

削る。 

附則第十条第二項中「及び第四項」を

削る。 

附則第十一条第一項中「及び第四項」及

び「又は法人税法第八十一条の二十四第一

項の規定により延長された法第三百二十一

条の八第四項に規定する申告書の提出期

限」を削り、同条第二項中「又は法第三百

二十一条の八第四項に規定する連結法人税

額の課税標準の算定期間」を削る。 

 

 


